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①受付係に投票所入場券を渡します。 

 

 

※入場券が無くても、 

本人確認が出来れば投票は可能です。 

②選挙人名簿に登録された 

本人かどうかの確認が行 

われたあと、投票用紙が 

渡されます。 

③投票記載所でそれぞれの投票用紙に記入します。 

※候補者名や政党名の一覧が貼られています。 

 

なお、各自治体によって配布方法が異なることが

予想されますので投票の際は、無効票とならない

ように投票用紙をよく確認して投票しましょう！ 
 

【小選挙区選挙】 

全国２８９の選挙区ごとに行われます。自分が住んでいる選挙区の「候補者名」を書いて投

票します。なお、２名以上の名前や、候補者以外の名前を書くと無効となります。 

 

【比例代表選挙】 

全国１１の選挙区（ブロック）ごとに行われます。「政党名」を書いて 

投票します。政党名以外を書くと無効となります。 

 

【最高裁判所裁判官国民審査】 

最高裁に就任して一度も審査をされていない裁判官または審査から１０年以上経った裁判

官の審査を行います。今回は１１名が審査対象となり、やめさせたいと思う裁判官には「×

印」をつけます。×以外を書くと投票そのものが無効となります。また、白紙で投票した場

合は「全員信任」となります。 


